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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２９年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年９月２９日 ０８時４５分ごろ 

発生場所 山口県柳井市平郡
へいぐん

島南東方沖 

平郡沖ノ瀬灯標から真方位１１７°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°４５.４′ 東経１３２°１６.５′） 

事故の概要 漁船大栄
だいえい

丸は、航行中、また、漁船第二福
ふく

吉
よし

丸は、操業しながら北

西進中、両船が衝突した。 

第二福吉丸は、船長が負傷し、右舷中央部に破口等を生じ、また、

大栄丸は、船首部に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２８年１１月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 大栄丸、４.６トン 

ＹＧ３－５３３０９（漁船登録番号）、個人所有 

１１.２４ｍ（Lr）×３.３１ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３０１kＷ、昭和６３年２月１７日 

Ｂ 漁船 第二福吉丸、４.５４トン 

ＹＧ３－４６３８３（漁船登録番号）、個人所有 

１０.７７ｍ（Lr）×２.４４ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５６年４月１７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 昭和５８年１２月２１日 

免許証交付日 平成２６年５月１日 

          （平成３０年１２月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年６月２６日 

免許証交付日 平成２６年２月２７日 

          （平成３２年１月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし  

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 
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 損傷 Ａ 船首部に擦過傷等 

Ｂ 右舷中央部に破口等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、平郡島南東方沖において、Ｂ

船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、たちうお漁の目的で、平成２８

年９月２９日０５時３０分ごろ山口県周防
す お う

大島
おおしま

町安
あ

下庄
げのしょう

港を出港

し、平郡島南東方沖の漁場に到着した後、僚船と共に操業を行ってい

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、後部甲板で漁具の繰り出しローラの横に立ち、

３回目の投縄作業を行いながら、リモコン操舵により約３km/hの対地

速力で北西進中、右舷正横約４０ｍのところに、接近するＡ船を認

め、慌てて主機を中立運転として操舵室の左舷側に逃れた後、その右

舷中央部とＡ船船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、身体を甲板上に投げ出された後、漁業無線で僚船に乗っ

ている親族にＡ船と衝突した旨を連絡し、無線を傍受して来援した他

の僚船によって安下庄港に運ばれ、救急車で病院に搬送されて左鎖骨

骨折等と診断された。 

船長Ｂは、所属する漁業協同組合に、海上保安庁への本事故発生の

通報を依頼したので、通報されたものと思っていたが、同組合は通報

を行っていなかった。 

本事故の発生は、発生から約２０日経過後、第三者によって、海上

保安庁に通報された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照）  

 その他の事項 船長Ｂは、周囲に僚船が沢山いたので、Ｂ船に向かって来る船はい

ないものと思い、後部甲板で投縄作業に注意を向けていた。 

Ｂ船は、スパンカーを張り、マストに黄色の回転灯を点灯していた

ものの、トロール以外の漁ろうに従事していることを示す形象物を表

示していなかった。 

Ｂ船は、針が約８０本付いた長さ約３６０ｍのはえ縄で、投縄作業

には約７分を要していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ あり 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ船は、船長Ａから情報を得られなかったため、Ａ船の運航状況及

び船長Ａの行動については、明らかにすることができなかった。 

Ｂ船は、平郡島南東方沖において、投縄作業を行いながら北西進

中、船長Ｂが、投縄作業に注意を向け、見張りを適切に行っていなか
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ったことから、接近するＡ船に気付くのが遅れ、エンジンを中立運転

としたものの、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、平郡島南東方沖において、航行中のＡ船と、操業しなが

ら北西進中のＢ船とが衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・投縄作業を行う場合でも、周囲にいる他の船舶との衝突を避けら

れるよう、常時適切な見張りを行うこと。  

 ・トロール以外の漁ろうに従事している漁船は、法定の形象物を表

示すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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事故発生場所 

（平成２８年９月２９日 ０８時４５分ごろ発生） 


